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介護保険料に係る不適正な事務処理事案の発生について 

 
介護保険料に係る事務処理について、不適正な事案が２件あったことが判明しましたので、お知らせ

します。 
 
【事案１】介護保険料の遡及賦課に関する事務処理誤りについて 
１．事案の概要 

平成２７年４月の介護保険法改正以降、介護保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保

険料の納期の翌日から起算して２年を経過した日以後においては、することができないと規定さ

れています。 
しかし、この規定を「当該年度の２年度前はすることができない」と誤って解釈して事務処理

を行い、本来、遡及賦課決定を行うべき期間の介護保険料に対して、遡及賦課決定を行っていな

かった事例があることが判明しました。 
 

２．対象期間と対象者及び金額 
対象期間：平成２７年度から令和３年度まで 

（平成２９年度から令和５年度までの遡及賦課分） 
対象者：３名 
過少賦課額：１２６，７００円 

 
３．市の対応 

 対象者の３名の方の保険料を過少賦課していますが、遡及賦課決定ができる期限（２年）を過

ぎており賦課権が消滅していることから、保険料の追加徴収を行いません。 
 
４．再発防止に向けて 

今後、こうした事例が生じないように、法解釈を複数の職員で適切に行い、組織内のチェック

体制を強化し、疑義がある場合には国・県への確認をするよう、再発防止に努めます。 
 
【事案２】介護保険料の賦課額変更による還付未処理について 
１．事案の概要 

介護保険第１号被保険者（６５歳以上の高齢者）は、賦課された介護保険料を当市に納付して

います。介護保険資格喪失（死亡・転出等）や所得の修正などにより当初決定された賦課額が変

更された場合に、納付額が賦課額を超えて過誤納金（納付した後に、減額の変更があったことに

より、納めすぎになった介護保険料）が発生することがあります。過誤納金が発生すると、当市

は遅滞なく還付する必要があります。しかし、還付先口座を把握していないために、還付できて



いない過誤納金があることが判明しました。この原因としては、還付先口座未把握の場合は本来

であれば還付先口座届出の勧奨を随時行うべきところを、昨年度まで年に１回は行っていた還付

先口座届出の勧奨の事務が引継がれず一部が未処理となっており、還付ができていないことによ

るものです。 
 
２．対象期間と対象者及び金額 

対象期間：平成２８年度から令和４年度まで 
対象者：１８４名 
過誤納金額合計：１，７２０，４８０円 

 
３．市の対応 

還付先の確認を行い、還付先口座届出の勧奨を行います。その後、還付先口座届出の提出があ

った対象者から速やかに還付します。 
 
４．再発防止に向けて 

こうした事例が生じないように、介護保険事務全般について①業務手順の見直し、②見直した

業務手順の徹底、③組織内のチェック体制の強化を実施し、再発防止に努めます。また、今後

は、還付先口座届出勧奨を毎月行います。 
 
 
●市長コメント 
    この度は介護保険料に関する不適正な事務処理事案により、市民の皆様に多大なるご迷惑をお 

掛けしたことに対し、深くお詫び申し上げます。 
    組織としてこの教訓を全職員で共有し、再発防止を図り、職員一丸となって市民の皆様の信頼

回復に全力で取り組んでまいります。 
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